
（別紙２） 

（２）複合型サービスにおけるサービス 
提供実態に関する調査研究事業 

（結果概要） 



 
○ アンケート調査は、複合型サービス事業所（82事業所；平成25年9月末時点の全数）、小規模多機能型居宅介護事業所

（2,000事業所；抽出）、訪問看護ステーション（3,000事業所；抽出）、全国自治体（災害救助法適用地域等を除く1,713
市区町村）を対象に、自記式調査票（複合型サービス事業所は事業所票・利用者票［登録利用者全員分］、小規模多機能型
居宅介護事業所と訪問看護ステーションは事業所票、全国自治体は自治体票）の郵送配布・郵送回収を実施した。 

○ 回収数は、複合型サービス事業所は68事業所（有効回収率82.9%）、小規模多機能型居宅介護事業所は1,207事業所（同
60.3%）、訪問看護ステーションは1,994事業所（同66.0%）、全国自治体は1,331市区町村（同77.7%）であった。 

○ ヒアリング調査は、全国有床診療所連絡協議会に対して実施した。   

 
Ⅰ 複合型サービス事業所の状況 
○ 平成25年10月1日現在、指定訪問看護事業所の指定も受けている、いわゆる「２枚看板」の事業所が63%だった。 
○ 看護職員数（常勤換算）は平均4.3人だった。看護職員数（常勤換算）が5.0人以上の事業所では、複合型サービス事業所

を開設する前に訪問看護ステーションのみ実施していた事業所が比較的多かった。       
○ 利用者の85%が何らかの医療ニーズを有し、小規模多機能型居宅介護事業所の62%に比べて高かった。 
○ 平成25年9月1カ月間に特別管理加算を算定した登録利用者数の割合は事業所によってばらつきがあった。看護職員数（常

勤換算）が多い事業所ほど特別管理加算を算定する事業所の割合が高かった。 
○ 複合型サービスの効果は「従来であれば入院等していた利用者がしなくて済むようになった」47%が最も多かった。 
Ⅱ 複合型サービスの開設意向 
○ 平成25年10月1日現在、複合型サービス事業所の開設予定がある小規模多機能、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝはいずれも3%だった。 
○ 開設上の課題は、小規模多機能型居宅介護事業所、訪問看護ステーションともに「看護職員の新規確保」が最も多かった。 
Ⅲ 自治体の整備意向 
○ 自治体にとっての複合型サービス事業所の整備上の課題は「開設を希望する事業者がいない」65%が最も多かった。 
 

 
○ 本調査では、複合型サービス事業所の開設数の増加を踏まえ、複合型サービス事業所のサービス提供実態を把握し、医療

ニーズの高い利用者への対応状況、その効果や課題等を把握することを目的とした。あわせて、全国の訪問看護ステーショ
ンや小規模多機能型居宅介護事業所による複合型サービスへの参入意向・参入障壁や、全国自治体による複合型サービス事
業所の整備意向も把握した。 

１．調査の目的 

３．調査結果概要 

２．調査方法 
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（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業 



61.8%

54.4%

41.2%

38.2%

14.7%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80%

・今後、医療ニーズの高い利用者が増加する

　見込みがあったため　　　　　　 　　　　　　　　　

・従来から医療ニーズの高い利用者が増加し

　ていたため　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

・同じ法人で訪問看護事業所を運営していた 

　ので活用したかったため 　 　　　　　　　　　　　　

・同じ法人で小規模多機能型居宅介護事業所

　を運営していたので活用したかったため        

・支給限度額により訪問看護の利用が十分に

　できない利用者がいたため　　　　　　　　　　　　

・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　

（N=68）

35.3%

38.2%

19.1%

7.4%

0% 20% 40% 60%

2.5人以上
3.0人未満

3.0人以上

5.0人未満

5.0人以上

7.5人未満

7.5人以上

（N=68）

平均4.3人

63.2%

36.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定有り

指定無し

（N=68）

事業所の基本情報 
○ 平成25年10月1日現在、複合型サービス事業所の経営主体は「営利法人」44.1%が最も多かった。 
○ 50.0%の事業所は開設後半年以内の事業所だった。また、複合型サービス事業所を開設する前に小規模多機能型居宅介護事業

所のみ、もしくは小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝを実施していた事業所が52.9%であった。 
○ 開設理由としては「今後、医療ニーズの高い利用者が増加する見込みがあったため」61.8%が最も多かった。 
○ 指定訪問看護事業所の指定も受けている、いわゆる「２枚看板」の事業所が63.2%だった。 
○ １事業所当たり看護職員数（常勤換算）は平均4.3人だった。看護職員数（常勤換算）が5.0人以上の事業所では、複合型サービス

事業所を開設する前に訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ実施していた事業所が比較的多かった。 

（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業   

【開設理由】   

【指定訪問看護事業所の指定状況】   【１事業所当たり看護職員数（常勤換算）の分布】   

【経営主体】   

社会福祉

法人

10.3%

医療法人

29.4%

ＮＰＯ法人

8.8%

その他

7.4%

営利法人

44.1%

（N=68）

【事業開始時期】   

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】

0.0%
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（N=68）

平

成

24

年

平

成

25

年

50.0%

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】
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32.4%

20.6%

19.1%

4.4%

17.6%

5.9%

0% 40% 80%

小規模多機能のみ

小規模多機能と

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと

療養通所介護

なし

その他

（N=68）

52.9%

【複合型サービス事業所開設前の事業実施状況】   

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】

注.回収事業所の経営主体の構成や利用者の要介護度の分布（次頁参照）は、他の全数調査（介護給付費実態
調査）と比べて概ね相違なく、偏りがないことを確認した。 



認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上
で服薬管理以外の医療ニーズを有する

利用者の割合

（N=1,042）

該当者

34.7%

その他

65.3%

5.7%

11.1%

11.6%

20.8%

21.5%

9.9%

13.5%

2.2%

0.4%

3.3%

0% 30% 60%

自立

Ⅰ

Ⅱａ

Ⅱｂ

Ⅲａ

Ⅲｂ

Ⅳ

Ｍ

不明

無回答

（N=1,042）

認知症高齢者の日常生活自立度

3.2%

4.1%

23.2%

25.1%

21.0%

14.4%

9.0%

0.0%

0% 20% 40%

（N=21,349）

小規模多機能型居宅介護事業所

平均2.44

0.0%

0.0%

16.2%

21.6%

18.4%

21.5%

21.0%

1.2%

0% 30% 60%

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

無回答

（N=1,042）

複合型サービス事業所

平均3.06

60.9% 44.4%

1.5%

3.0%

9.0%

15.0%

22.4%

14.0%

15.4%

8.2%

7.6%

0.1%

3.9%

0% 30% 60%

自立

Ｊ１

Ｊ２

Ａ１

Ａ２

Ｂ１

Ｂ２

Ｃ１

Ｃ２

不明

無回答

（N=1,042）

○ 平成25年10月1日現在、複合型サービス事業所の登録利用者の平均要介護度は3.06（要介護３～５の合計が
60.9%）であり、小規模多機能型居宅介護事業所の平均要介護度2.44（同44.4%）に比べて高かった。 

○ 認知症高齢者の日常生活自立度は「Ⅲａ」が21.5%で最も多かった。また、「Ⅱａ」以上で医療ニーズ（服薬管理
以外）を有する利用者は34.7%だった。また、障害高齢者の日常生活自立度は「Ａ２」22.4%が最も多かった。 

○ 世帯構成は「その他同居」46.0%が最も多かった。主たる介護者は「同居の家族」54.6%が最も多かったが、「家
族等の介護者はいない」も18.6%であった。 

○ 複合型サービス事業所に併設・隣接する建物に居住する登録利用者が24.1%いた。 
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【要介護度の状況】 【認知症の状況】 【障害高齢者の日常生活自立度】 

（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業   【利用者概況】 

（N=1,042）

独居
31.1%

その他同居
46.0%

夫婦のみ世帯

17.5%

無回答
5.5%

【世帯構成】 【主たる介護者の状況】 【住まいの状況】 
（N=1,042）

同居の家族
が介護

54.6%

家族等の介護者
はいない

18.6%

別居の家族等

が介護

20.8%

無回答
6.0%

（N=1,042）

複合型ｻｰﾋﾞｽ

事業所に併設・隣接
24.1%

その他

71.4%

無回答
4.5%

P<0.01 



36.5%

29.6%

33.9%

0% 40% 80%

病院で死亡

在宅で死亡

事業所内で死亡

（N=189）

63.5%

0% 40% 80%

服薬管理
モニター測定

摘便
浣腸

喀痰吸引
疼痛の看護

じょくそうの処置
経管栄養

看取り期のケア
創傷処置

インスリン注射
カテーテル

注射・点滴の管理
酸素療法

簡易血糖測定
ストーマの管理

気管切開の処置・ケア
導尿

ネブライザー
透析の管理

中心静脈栄養の管理
レスピレーターの管理

その他

複合型

（N=1,042）

小規模多機能

（N=20,606）

84.5%

62.0%

0% 50% 100%

複合型
（N=1,042）

小規模多機能
（N=20,606）

11.8%

88.2%

0% 50% 100%

算定事業所

非算定事業所

（N=68）

○ 平成25年10月1日現在、複合型サービス事業所の登録利用者の84.5%が何らかの医療ニーズを有し、小規模
多機能型居宅介護事業所の62.0%に比べて高かった。個別の医療ニーズごとに登録利用者の割合をみても、ほ
ぼ全ての医療ニーズにおいて複合型サービス事業所が小規模多機能型居宅介護事業所を上回っていた。 

○ 複合型サービス事業所で「看取り期のケア」を実施している登録利用者は5.9%だった。 
○ 複合型サービス事業所の開設後に死亡した登録利用者の死亡場所は「病院で死亡」36.5%、「在宅で死亡」

33.9%、「事業所内で死亡」29.6%だった。「在宅で死亡」と「事業所内で死亡」の合計は63.5%だった。 
○ 平成25年9月1カ月間にターミナルケア加算を算定した事業所は11.8%だった。 

4 

（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業   【医療ﾆｰｽﾞ対応①】 

【医療ニーズのある利用者の割合】 

【個別医療ニーズごとにみた利用者の割合】 

P<0.01 

【複合型サービス事業所の開設後に死亡した利用者の死亡場所】 

【ターミナルケア加算の算定状況】 

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】

注.ターミナルケア加算とは、在宅で死亡した利用者（告示で
   定める状態にある者に限る。）に対し、死亡日及び死亡日
   前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に評価。

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】



37.5%

84.6%

100.0%

62.5%

46.2%53.8%

15.4%

0% 50% 100%

2.5人以上3.0人未満

                （N=24）

3.0人以上5.0人未満

                （N=26）

5.0人以上7.5人未満

                （N=13）

7.5人以上

 （N=5）

算定有り 算定無し

30.1% 56.9%

67.8%23.5%

13.0%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

協力病院有り

協力病院無し

入院 施設入所 在宅

（N=731）

（N=183）

42.6%

17.6%

13.2%

2.9%

4.4%

4.4%

14.7%

0% 30% 60%

0%

0%超 10%未満

10%以上20%未満

20%以上30%未満

30%以上40%未満

40%以上50%未満

50%以上

（N=68）

25.0%

20.6%

11.8%

14.7%

2.9%

35.3%

14.7%

0% 30% 60%

0%

0%超 20%未満

20%以上40%未満

40%以上60%未満

60%以上80%未満

80%以上

（N=68）

○ 平成25年9月1カ月間に特別管理加算を算定していなかった複合型サービス事業所が42.6%あった一方で、登
録利用者数のうち20%以上に対して特別管理加算を算定していた事業所が25.0%あった。 

○ 平成25年10月1日現在の登録利用者数のうち医療機関から訪問看護指示書を受けている登録利用者数の割
合が0%の事業所は20.6%あったが、80%以上の登録利用者が訪問看護指示書を受けている事業所も35.3%あった。 

○ 平成25年9月1カ月間において、看護職員数（常勤換算）が2.5人以上3.0人未満の事業所では特別管理加算を
算定している事業所は37.5%あったが、7.5人以上の事業所では全ての事業所が特別管理加算を算定していた。 

○ 協力医療機関（病院）を有する事業所では登録利用者数の43.1%が直前まで「入院」又は「施設入所」していた
が、協力医療機関（病院）を有さない事業所では32.2%であった。 
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（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業   【医療ﾆｰｽﾞ対応②】 

【特別管理加算算定利用者数の割合別にみた事業所の分布】 【看護職員数（常勤換算）別にみた特別管理加算の算定状況】 

【協力病院の有無別にみた利用者の 
複合型サービス利用開始直前の居場所】 

P<0.05 

P<0.05 

【訪問看護指示書を受けている利用者数 
の割合別にみた事業所の分布】 

注.特別管理加算とは、特
   別な管理を必要とする
   利用者（気管カニューレ、
   留置カテーテル、在宅
   血液透析、人工肛門を
   使用している状態の利
   用者など告示で定める
   状態にある者）に対し、
   訪問看護の実施に関す
   る計画的な管理を行っ
    た場合に評価。

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】



47.1%

41.2%

36.8%

35.3%

32.4%

17.6%

13.2%

13.2%

13.2%

8.8%

8.8%

4.4%

1.5%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

・従来であれば入院、又は施設入所していた利用者を受け

　入れることで、入院・入所せずに済むようになった           
・従来まで断っていた医療ニーズの高い利用者を登録でき

　るようになった                                                                

・家族の介護負担が軽減した                                            

・通いや宿泊の利用中も利用者の状態を把握できるため、

　利用者の状態変化に迅速に対応できるようになった　    
・医療ニーズの高い利用者に対して、看護職による訪問を

　十分に実施できるようになった                                        

・利用者の状態が安定するようになった　                          

・利用者のニーズに応じて介護職による訪問も柔軟に実施

　できるようになった                                                         
・看護と介護のバランスのとれたサービス計画を作成でき 

　るようになった                                                                 
・医療ニーズの高い利用者に対するケア方法について、   

　スタッフ間での共有が図られるようになった                     
・利用者の状態が悪化し、医療機関に入院するケースが  

　減少した                                                                         

・利用者のＡＤＬが向上した                                               

・夜間に発生する医療ニーズへの対応がとりやすくなった

・収支が改善した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・その他　　　　　　　　                         　　　　　　　　　　　　　

（N=68）

○ 平成25年10月1日現在、複合型サービス開始後の効果として複合型サービス事業所が考えているものは、 
 ・従来であれば入院、又は施設入所していた利用者を受け入れることで、入院・入所せずに済むように

なった...47.1% 
 ・従来まで断っていた医療ニーズの高い利用者を登録できるようになった...41.2% 
 ・家族の介護負担が軽減した...36.8%        等であった。 
○ 複合型サービス事業所の開設前に小規模多機能型居宅介護事業所のみを実施していた事業所では「通
いや宿泊の利用中も利用者の状態を把握できるため、利用者の状態変化に迅速に対応できるようになっ
た」との回答が比較的多くみられた。 

○ 複合型サービス事業所の開設前に訪問看護ステーションのみを実施していた事業所では「家族の介護
負担が軽減した」との回答が比較的多くみられた。 

（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業    【効果】 
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【複合型サービス開始後の効果】 

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】



16.2%

11.8%

11.8%

1.5%

11.8%

57.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

公的な支援は利用しなかった

地域介護・福祉空間整備等施
設整備交付金の助成          

介護基盤緊急整備等臨時特
例基金の助成                 

地域介護・福祉空間推進交付

金の助成                         

独立行政法人福祉医療機構
（ＷＡＭ）からの貸付          

その他                          

（N=68）

36.8%

35.3%

25.0%

19.1%

16.2%

11.8%

10.3%

8.8%

8.8%

2.9%

2.9%

1.5%

8.8%

47.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

看護職員の新規確保が困難だった

介護職員の新規確保が困難だった

利用者の確保が困難だった

利用者の負担増が生じることへの理解を得にくかった

安定的な経営の見通しが困難だった

看護職員の夜間の対応が困難だった

既存のサービスからの切り替えが困難だった

行政が整備計画を立てていなかった

開設資金の調達が困難だった

開設場所及び物件の確保が困難だった

主治医との連携が困難だった

急変時に連携できる医療機関の確保が困難だった

地域の理解がなく反対された

その他

（N=68）

【複合型サービス事業所の開設時の困難】 【複合型サービス事業所の開設時の公的支援の利用状況】 

○ 複合型サービス事業所の開設時に困難だったこととしては、 
 ・看護職員の新規確保が困難だった...47.1% 
  ・介護職員の新規確保が困難だった...36.8%  
 ・利用者の確保が困難だった...35.3%     等であった。 
○ 複合型サービス事業所の開設時に困難だったこととして「開設資金の調達が困難だった」と回答して
いる事業所の多く（6事業所中5事業所）は、複合型サービス事業所の開設前に訪問看護ステーションの
み実施していた事業所だった。 

○ 複合型サービス事業所の開設時における公的支援の利用状況については「公的な支援は利用しなかっ
た」57.4%が最も多かった。その多く（39事業所中27事業所）は複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所の開設前に小規模多
機能型居宅介護事業所のみ実施していた事業所か、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと小規模多機能型居宅介護事業所を
実施していた事業所だった。なお、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ実施していた事業所も5事業所あった。 

（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業    【課題】 

小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】
小規模多機能のみ
小規模多機能と訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝのみ
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝと療養通所介護
なし
その他

【複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所開設前の事業種類 】
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72.5%

29.8%

20.8%

18.0%

16.2%

15.4%

11.9%

10.6%

9.4%

7.9%

7.1%

5.1%

0.4%

3.0%

3.8%

6.3%

65.3%

30.0%

16.5%

7.2%

29.8%

11.4%

30.5%

6.7%

13.9%

5.6%

6.0%

4.8%

0.2%

2.8%

7.0%

6.1%

0% 50% 100%

看護職員の新規確保が困難である 

介護職員の新規確保が困難である 

利用者の確保が困難である 

利用者の負担増が生じる

開設資金の調達が困難である

急変時に連携できる医療機関の確保が困難である

開設場所及び物件の確保が困難である

主治医との連携が困難である

既存のサービスからの切り替えが困難である

収支が改善しない 

行政が整備計画を立てていない

行政からの情報が不正確である

地域の理解がなく反対される

その他

特になし

無回答

小規模多機能
（N=1,205）

訪問看護ステーション
（N=1,981）

1.4%

1.3%

16.3%

20.1%

57.3%

3.6%

1.5%

1.2%

8.7%

15.4%

70.2%

2.9%

0% 50% 100%

複合型に転換する具体的な

予定がある                     

具体的な計画はないが開始
予定はある                    

検討したが開始予定はない

検討中のため未定である

まだ検討していない

無回答

小規模多機能
（N=1,205）

訪問看護ステーション

（N=1,981）

○ 平成25年10月1日時点で、複合型サービスの開設予定がある小規模多機能型居宅介護事業所は2.7%、訪
問看護ステーションも2.7%だった。 

○ 複合型サービス事業所を開設する上での課題としては、「看護職員の新規確保」や「介護職員の新規
確保」を課題とする回答が多かった。その他、小規模多機能型居宅介護事業所では「利用者の負担増が
生じる」ことを課題として考えている割合が訪問看護ステーションよりも比較的高かった。一方、訪問
看護ステーションは「開設場所・物件の確保」や「開設資金の調達」を課題として考えている割合が小
規模多機能型居宅介護事業所よりも比較的高かった。 
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（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業 【開設意向】 

【複合型サービスの開設意向】 【複合型サービスを開設する上での課題】 



65.4%

43.8%

32.9%

9.3%

5.6%

3.9%

6.5%

0% 50% 100%

開設を希望する事業者がいない

複合型サービスのニーズが見込めない

新サービスのため制度の理解が難しい

指定に係る事務手続きが大変である

補助金の申請手続きが大変である

介護保険事業計画の修正が困難である

その他

（N=1,331）

○ 自治体が複合型サービス事業所を指定するにあたり課題として感じていることは「開設を希望する事
業者がいない」65.4%が最も多かった。 

○ 自治体が考える「開設を希望する事業者がいない」理由は、 
  ・看護職員の新規確保が困難である...60.7% 
  ・安定的な経営が困難である...48.2% 
  ・利用者の確保が困難である...43.3% 等であった。 
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（２） 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業 【整備意向】 

【複合型サービスの指定に係る課題】 【開設を希望する事業者がいない理由】 

60.7%

48.2%

43.3%

24.6%

18.0%

9.8%

9.3%

9.1%

9.0%

7.3%

6.4%

0.0%

4.0%

0% 50% 100%

看護職員の新規確保が困難である 

安定的な経営が困難である

利用者の確保が困難である

介護職員の新規確保が困難である 

急変時に連携できる医療機関の確保が困難である

主治医との連携が困難である

開設場所及び物件の確保が困難である

開設資金の調達が困難である

既存のサービスからの切り替えが困難である 

行政が整備計画を立てていない

利用者の負担増が生じる

地域の理解がなく反対される

その他

（N=871）


